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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  
１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

  

(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については、

記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第29期中間会計期間より中間財務諸表を作成しておりますので、第28期中間会計期間については記載はしておりません。

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  

５ 第29期の1株当たり配当額2,250円は上場記念配当500円、特別配当750円を含んでおります。 

６ 第28期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また第29

期中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

７ 当社は、平成17年2月19日付で普通株式50株を1株に併合しており、平成17年12月20日付で普通株式1株を2株に分割してお

回次 第28期中 第29期中 第30期中 第28期 第29期 

会計期間 

自 平成15年
７月１日 
至 平成15年
12月31日 

自 平成16年
７月１日 
至 平成16年
12月31日 

自 平成17年
７月１日 
至 平成17年
12月31日 

自 平成15年
７月１日 
至 平成16年
６月30日 

自 平成16年７
月１日 

至 平成17年６
月30日 

売上高  (千円) ― 2,234,115 3,013,957 6,499,962 4,441,100 

経常利益  (千円) ― 219,523 374,375 427,388 465,860 

中間(当期)純利益  (千円) ― 115,335 213,277 303,782 261,693 

持分法を適用した場合
の投資利益 

 (千円) ― ― ― ― ― 

資本金  (千円) ― 625,117 832,742 604,886 832,742 

発行済株式総数  (株) ― 813,045 34,723.8 792,545 17,361.9 

純資産額  (千円) ― 1,791,694 2,573,315 1,666,830 2,418,102 

総資産額  (千円) ― 2,720,774 4,240,018 3,090,121 3,441,845 

１株当たり純資産額  (円) ― 2,203.68 74,108.11 2,086.73 138,182.00 

１株当たり中間(当期)
純利益 

 (円) ― 143.79 6,142.11 492.63 14,937.07 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 (円) ― ― 5,938.42 ― 14,144.44 

１株当たり中間(年間)
配当額 

 (円) ― ― ― 35.00 2,250.00 

自己資本比率  (％) ― 65.9 60.7 53.9 70.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 (千円) ― 170,506 207,466 △27,578 507,331 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 (千円) ― 7,425 △75,439 3,304 △5,179 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 (千円) ― 10,792 △48,210 276,121 454,956 

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

 (千円) ― 837,516 1,692,472 648,791 1,606,826 

従業員数 
〔ほか、平均臨時雇用
者数〕 

 (名) ― 
99

〔68〕 
112

〔79〕 
82 

〔76〕 
104 

〔64〕 



ります。 

    ８ 従業員数の〔外書〕は臨時従業員の平均雇用人員であります。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はあり

ません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数の〔外書〕は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数（名） 
112

〔79〕 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業部門の好調な影響が、雇用者数の増加や家計へと波及し、個人消費の改善も見

られました。一方米国、中国においての金融引き締め政策の日本経済への影響や原油価格の動向が懸念材料となっております。 

このような環境のもと、当中間会計期間の業績は売上高3,013百万円(前年同期比34.9%増）、営業利益370百万円(前年

同期比76.4%増）、経常利益374百万円(前年同期比70.5%増）、中間純利益は213百万円(前年同期比84.9%増）となりまし

た。 

  

事業部門別の概況は以下のとおりです。 

映像事業においては売上高は427百万円(前年同期比34.0％減)となりました。これは、旧型製品等の既製品量産案件が減少し

たためですが、現在、自社開発したフルスペックハイビジョンの映像エンジンモジュール「UBIRIS（ユビリス）」（商標登録出願中）の

受注拡大に注力しております。ＦＰＤ展（パシフィコ横浜： 平成17年10月19日より21日まで開催）、ＣＥＳ2006（米ラスベガス： 平成18

年1月5日から8日まで開催）三井物産株式会社プライベートショーに出展した結果、訪問各社から技術的に高い評価を受けまし

た。現在大手メーカー数社が「UBIRIS（ユビリス）」の機能評価を行っており、今後各メーカーの量産用に出荷したいと考えておりま

す。 

画像事業においては、売上高は1,205百万円(前年同期比12.0％増)となりました。これは、新たに交通機器市場への参入を果

たすため、その第一歩として交通機器向け（主に券売機向け）液晶表示ユニットの生産を受注したことによります。これを足掛かり

とし、今後は当社の得意とする紙幣鑑別ユニット等のセンシングモジュールの受注を目指してまいります。また当中間会計期間にお

ける画像事業については、セキュリティ系のセンシングモジュールの開発やバージョンアップに注力致しました。これらの各種モジュ

ールに関しましては、第3四半期以降出荷をしていく予定です。 

モバイル・ユビキタス事業においては、売上高は1,380百万円(前年同期比170.9％増)となりました。これは、携帯電話評価業務の

受注が順調に拡大したことに加え、次世代無線ブロードバンドであるWiMAXネットワーク支援事業において、ネットワーク設計・構

築コンサルティング業務を順調に受注した事によるものです。今後も引き続き次世代無線ブロードバンドにおける技術開発に注力

し事業拡大を図ってまいります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加等により一部相殺されたものの、税

引前中間純利益367百万円、仕入債務の増加367百万円等があったことにより、前事業年度末に比べ85百万円増加し、当中

間会計期間末には1,692百万円となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は207百万円（前年同期比21.7％増）となりました。 

これは、売上債権の増加563百万円があったものの、税引前中間純利益367百万円、仕入債務の増加367百万円等によるも

のであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は75百万円（前年同期は7百万円の収入）となりました。 

これは、子会社新規設立による支出37百万円、敷金保証金の差入れによる支出16百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 



当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は48百万円（前年同期は10百万円の収入）となりました。 

これは、主に配当金の支払額38百万円によるものです。 

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  
(注) １ 金額は、原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (2) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  
(注) １ 金額は、原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (3) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  
事業部門 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

映像事業 376,506 65.1 

画像事業 1,242,388 168.2 

モバイル・ユビキタス事業 734,395 239.8 

合計 2,353,290 145.0 

事業部門 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

モバイル・ユビキタス事業 84,680 103.3 

合計 84,680 103.3 

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

映像事業 377,113 52.1 39,080 19.5 

画像事業 1,088,612 115.5 117,562 108.3 

モバイル・ユビキタス
事業 

1,416,096 261.5 254,441 414.8 

合計 2,881,822 130.5 411,083 111.1 



(4) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(注)  １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 富士写真光機㈱は平成16年10月1日にフジノン㈱に社名変更しております。 

４ 前中間会計期間における㈱テクナートに対する販売高および割合ならびに当中間会計期間におけるシャープ㈱、オムロ

ン㈱に対する販売高および割合については総売上高に対する割合が10％未満のため記載を省略しております。 

    ５ 前中間会計期間及び当中間会計期間における輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合 

    ６ 前中間会計期間及び当中間会計期間における主要な輸出先別の割合 

事業部門 販売高(千円) 前年同期比(％) 

映像事業 427,563 66.0 

画像事業 1,205,640 112.0 

モバイル・ユビキタス事業 1,380,753 270.9 

合計 3,013,957 134.9 

相手先 

前中間会計期間
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱YOZAN       －      － 851,836 28.3

ボーダフォン㈱ 232,210 10.4 434,413 14.4

㈱テクナート       －      － 394,236 13.1

フジノン㈱ 
 旧富士写真光機㈱ 

518,675 23.2 335,906 11.1

シャープ㈱ 451,970 20.2      －       － 

オムロン㈱ 315,651 14.1      －       － 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

輸出高(千円) 割合(％) 輸出高(千円) 割合(％)

   459,770      20.6 349,020 11.6

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

輸出先 割合(％) 輸出先 割合(％)

 アジア  100.0  アジア  100.0

合計 100.0 合計 100.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

  当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単にネットワークに接続し利用できる社会、ユビキタス社会における新市場を創生する当社

の事業モデルにおいては、常に最先端かつ高度なイメージング技術、センシング技術、ネットワーク技術の情報収集、研究開

発を行うことが重要な要素となります。当社は、大手メーカー及び大学研究機関等との共同開発のみならず当社独自の情報収

集、研究開発も行っております。当中間会計期間における研究開発費の総額は、3,345千円となっております。 

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに

重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 130,000

計 130,000

種類 
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

（平成17年12月31日） 

提出日現在
発行数(株) 

（平成18年３月10日）

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 34,723.8 34,723.8
大阪証券取引所
（ヘラクレス市場） 

― 

計 34,723.8 34,723.8 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成16年６月14日臨時株主総会決議 

（注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年12月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。

これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個) 830 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,660 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 56,450 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月14日
至 平成26年６月13日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  56,450
資本組入額  28,225 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受け
た者（以下、「対象者」
という。）が、自己都合
により辞職または退職し
た場合には、新株予約権
を行使できない。 

② 対象者は、新株予約権の
行使時において、当社、
当社子会社または当社関
連会社の取締役、監査
役、従業員、その他これ
に準ずる地位にあること
を要するものとする。 

③ 対象者が前述②の地位を
喪失した場合であって
も、別途定める事由に基
づく場合には、前項にか
かわらず、新株予約権を
行使することができるも
のとする。 

  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要する。 同左 



②平成16年９月16日定時株主総会決議 

（注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年12月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。

これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個) 75 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 150 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 125,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年３月１日
至 平成26年９月15日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  125,000
資本組入額  62,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受け
た者（以下、「対象者」
という。）が、自己都合
により辞職または退職し
た場合には、新株予約権
を行使できない。 

② 対象者は、新株予約権の
行使時において、当社、
当社子会社または当社関
連会社の取締役、監査
役、従業員、その他これ
に準ずる地位にあること
を要するものとする。 

③ 対象者が前述②の地位を
喪失した場合であって
も、別途定める事由に基
づく場合には、前項にか
かわらず、新株予約権を
行使することができるも
のとする。 

  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要する。 同左 



③平成16年12月１日臨時株主総会決議 

（注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年12月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。

これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

  

  

  

  

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個) 397 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 794 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 125,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年12月１日
至 平成26年11月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  125,000
資本組入額  62,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受け
た者（以下、「対象者」
という。）が、自己都合
により辞職または退職し
た場合には、新株予約権
を行使できない。 

② 対象者は、新株予約権の
行使時において、当社、
当社子会社または当社関
連会社の取締役、監査
役、従業員、その他これ
に準ずる地位にあること
を要するものとする。 

③ 対象者が前述②の地位を
喪失した場合であって
も、別途定める事由に基
づく場合には、前項にか
かわらず、新株予約権を
行使することができるも
のとする。 

  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要する。

同左 



④平成17年9月16日定時株主総会決議 

（注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年12月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。

これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

  

  

  

  

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個) 449 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 898 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 706,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年10月1日
至 平成27年9月15日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  706,000
資本組入額 353,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受け
た者（以下、「対象者」
という。）が、自己都合
により辞職または退職し
た場合には、新株予約権
を行使できない。 

② 対象者は、新株予約権の
行使時において、当社、
当社子会社または当社関
連会社の取締役、監査
役、従業員、その他これ
に準ずる地位にあること
を要するものとする。 

③ 対象者が前述②の地位を
喪失した場合であって
も、別途定める事由に基
づく場合には、前項にか
かわらず、新株予約権を
行使することができるも
のとする。 

  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する場合に
は、取締役会の承認を要する。

同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 平成17年12月20日に、平成17年10月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数

を１株につき２株の割合をもって分割いたしました。 

  

（4）【大株主の状況】 

  

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社   195.00株 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

平成17年12月20日 17,361.9 34,723.8 － 832,742 － 546,644 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社インターネット総
合研究所 

東京都新宿区西新宿１丁目26-２
新宿野村ビル11階 

28,028.00 80.71

荻野 司 
神奈川県横浜市港北区新吉田東２-２-１-
513 

620.00 1.78

株式会社ＹＯＺＡＮ 東京都世田谷区北沢３丁目５-18 456.00 1.31

IRIユビテック従業員持株会 
東京都新宿区西新宿１丁目26-２
新宿野村ビル47階 

436.08 1.25

松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 400.00 1.15

三井物産株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番12号 350.00 1.00

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８-11 195.00 0.56

木津 修治 
東京都新宿区西新宿４-５-10
パレステュディオ新宿パークサイト307号 

148.00 0.42

明石 直人 東京都渋谷区元代々木町11-４-403 126.72 0.36

須之内 建史 神奈川県横浜市港北区師岡町200-20 120.00 0.34

平田 満 千葉県市川市須和田２-35-29 120.00 0.34

計 ― 30,999.80 89.27



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年12月31日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成17年12月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

34,723 
34,723 ― 

端株 0.8 ― ― 

発行済株式総数 34,723.8 ― ― 

総株主の議決権 ― 34,723 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



  
２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）１ 株価は大阪証券取引所 ヘラクレス市場におけるものであります。 

   ２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

  

  

  

月別 平成17年7月 平成17年8月 平成17年9月 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 

最高（円） 
  

2,350,000 

  

2,040,000 

  

1,840,000 

1,640,000 

※815,000 

  

799,000 

  

961,000 

最低（円） 
  

2,010,000 

  

1,750,000 

  

1,320,000 

1,190,000 

※759,000 

  

695,000 

  

698,000 



３ 【役員の状況】 
    

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

（1）役職の異動 

  

  

  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長 

（映像事業部長兼ユビキ

タス事業部長兼ユビキタ

ス研究所長） 

代表取締役社長 

（ユビキタス研究所長兼

生産管理本部長） 

荻野 司 平成18年３月１日 

取締役 

（営業本部長兼モバイル

事業部長） 

取締役 

（営業本部長） 
平田 満 平成18年１月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年７月１日から平成16年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項のただ

し書きにより，改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規程に基づき、前中間会計期間（平成16年７月１日から平成16年12月31日まで）

及び当中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人によ

り中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

  「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。 

①資産基準      0.8％ 

②売上高基準     0.0％ 

③利益基準     △1.5％ 

④利益剰余金基準  △0.3％ 

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

  該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

  



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
  

  

    前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年６月30日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)      
    

Ⅰ 流動資産      
    

１ 現金及び預金   837,516   1,692,472 1,606,826   

２ 受取手形 ※1 59,273   30,527 22,213   

３ 売掛金   1,153,540   1,607,614 1,052,646   

４ たな卸資産   278,144   421,056 298,253   

５ その他   60,167   125,923 144,889   

６ 貸倒引当金   －   
  

2,388,642 

△1,378 △1,378   

流動資産合計    87.8 3,876,217 91.4   3,123,452 90.8

Ⅱ 固定資産    
      

１ 有形固定資産    
      

(1) 建物 ※2 36,716   27,986 36,976   

(2) 工具器具及び 
  備品 ※2 98,161   95,582 105,726   

有形固定資産合計   134,877   123,569 142,702   

２ 無形固定資産   15,195   12,612 13,518   

３ 投資その他の資産    
      

(1) 敷金保証金   134,717   140,220 124,013   

(2) その他   47,341   87,399 38,158   

投資その他の 
資産合計   182,058   227,619 162,171   

固定資産合計    
332,131 12.2 363,801 8.6   318,393 9.2

資産合計   
 
2,720,774 100.0 4,240,018 100.0   3,441,845 100.0

           

           



  

    前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年６月30日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１  支払手形 ※1 196,428   248,304 143,535     

２ 買掛金   416,934   848,940 585,920     

３ 未払金   －   220,024 91,054     

４ 未払法人税等   54,747   180,676 52,816     

５ 賞与引当金   24,349   － －     

６ 役員賞与引当金   －   9,500 －     

７ その他  ※3 138,174   64,767
  

1,572,214 

55,446   
  

928,774 

  

流動負債合計   830,635 30.5 37.1 27.0 

Ⅱ 固定負債         

１ 退職給付引当金   98,445   
  

98,445 

94,489
  

94,489 

94,969   
  

94,969 

  

固定負債合計   3.6 2.2 2.7 

負債合計   929,080 34.1 1,666,703 39.3 1,023,743 29.7 

          

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   625,117 23.0 832,742 19.6 832,742 24.2 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金   274,219   546,644 546,644     

資本剰余金合計   274,219 10.1 546,644 12.9 546,644 15.9 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 中間(当期)未処分 
  利益   892,357

  
1,193,928 1,038,715     

利益剰余金合計   892,357 32.8 1,193,928 28.2 1,038,715 30.2 

資本合計   1,791,694 65.9 2,573,315 60.7 2,418,102 70.3 

負債資本合計   2,720,774 100.0 4,240,018 100.0 3,441,845 100.0 

                



② 【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比

(％) 
金額(千円)

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    2,234,115 100.0 3,013,957 100.0  4,441,100 100.0

Ⅱ 売上原価   
 
1,757,012 78.6 2,377,467 78.9

 
3,452,251 77.7

売上総利益   477,103 21.4 636,489 21.1 988,848 22.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費   

 
267,237 12.0 266,253 8.8

 
486,955 11.0

営業利益   209,865 9.4 370,235 12.3 501,893 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  11,721 0.5 4,140 0.1  12,910 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 
 

2,063 0.1 0 0.0
 

48,943 1.1

経常利益   219,523 9.8 374,375 12.4 465,860 10.5

Ⅵ 特別利益 ※3  - - - -  1,275 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 
 

21,418 0.9 6,530 0.2
 

24,318 0.5

税引前中間 
(当期)純利益   198,105 8.9 367,844 12.2 442,816 10.0

法人税、住民税 
及び事業税   51,111   176,460 146,469   

法人税等調整額   31,657 82,769 3.7 △21,893 154,567 5.1 34,653 181,123 4.1

中間(当期)純利益    115,335 5.2 213,277 7.1  261,693 5.9

前期繰越利益   

 

777,021 980,650

 

777,021 

中間(当期) 
未処分利益   892,357 1,193,928 1,038,715 

            



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前中間会計期間

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

税引前中間(当期)純利益  198,105 367,844 442,816 

減価償却費  24,559 24,768 56,228 

新株発行費  1,888 - 21,089 

株式公開費用  - - 26,493 

関係会社株式売却益  - - △1,275 

貸倒引当金の増減額 
（△減少額） 

 - - 1,378 

賞与引当金の増減額 
（△減少額） 

 2,503 - △21,846 

役員賞与引当金の増減額
(△減少額) 

 - 9,500 - 

退職給付引当金の増減額
(△減少額) 

 △4,820 △480 △8,296 

受取利息  △0 △44 △5 

為替差益  - △1,829 △925 

固定資産除却損  9,718 6,530 9,718 

売上債権の増減額 
（△増加額） 

 402,216 △563,281 540,169 

たな卸資産の増減額 
（△増加額） 

 136,970 △122,803 115,802 

仕入債務の増減額 
（△減少額） 

 △423,477 367,789 △307,384 

役員賞与の支払額  △13,000 △19,000 △13,000 

その他  △32,572 183,759 △119,221 

小計  302,091 252,753 741,741 

利息の受取額  0 44 5 

法人税等の支払額  △131,585 △45,331 △234,415 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 170,506 207,466 507,331 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △65,325 △9,287 △99,910 

無形固定資産の取得に 
よる支出 

 △1,602 △570 △1,602 

敷金保証金の差入れに 
よる支出 

 - △16,207 - 

敷金保証金の回収による 
収入 

 74,354 - 85,057 

子会社新規設立による 
支出 

 - △37,375 - 

関係会社株式の売却に 
よる収入 

 - - 11,275 

投資有価証券の取得に 
よる支出 

 - △12,000 - 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 7,425 △75,439 △5,179 



  

  

次へ 

   
前中間会計期間

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日)

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

株式発行による収入  38,531 - 504,201 

株式発行による支出  - △4,821 - 

株式公開費用の支出  - △4,987 △21,505 

    配当金の支払額  △27,739 △38,401 △27,739 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 10,792 △48,210 454,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 - 1,829 925 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 188,724 85,646 958,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 648,791 1,606,826 648,791 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高 

※1 837,516 1,692,472 1,606,826 

     

     



    
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

 移動平均法による原価法 

     － 

(1)有価証券 

①子会社株式 

  同 左 

②その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

(1)有価証券 

①子会社株式 

  同 左 

     － 

  (2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  総平均法による原価法 

②仕掛品 

  個別法による原価法 

③貯蔵品 

  最終仕入原価法 

  

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  同 左 

②仕掛品 

  同 左 

③貯蔵品 

  同 左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  同 左 

②仕掛品 

  同 左 

③貯蔵品 

  同 左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及

び残存価格について

は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。 

  

(1) 有形固定資産 

同 左 

  

(1) 有形固定資産 

同 左 

  

  (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。なお自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(5年)に基づく

定額法を採用しており

ます。 

  

(2) 無形固定資産 

同 左 

(2) 無形固定資産 

同 左 

３ 繰延資産の   

処理方法 

(1)新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

  

     －   (1)新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

  

４ 引当金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

  

(1) 貸倒引当金 

同 左 

(1) 貸倒引当金 

同 左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当中間

期負担額を計上しており

ます。 

           － (2) 賞与引当金 

当期より給与及び賞与

を年俸制に移行したこと

に伴い、賞与引当金の設

定を廃止しております。 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、

当中間期末において発生

していると認められる額

を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、従業員との同意に

基づき算定した当中間会計

期間末における退職給付債

務に基づき計上しておりま

す。 

当社は従来採用していた

退職一時金制度及び適格退

職年金制度を平成17年3月

31日に廃止し、その時点に

おける要支給額を将来の退

職事由に応じて支払うこと

を従業員と同意しました。 

このため廃止日時点の

要支給額を基に退職給付

債務を算定しておりま

す。 

  

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、従業員との同

意に基づき算定した当期

末における退職給付債務

に基づき計上しておりま

す。 

当社は従来採用してい

た退職一時金制度及び適

格退職年金制度を平成17

年3月31日に廃止し、その

時点における要支給額を

将来の退職事由に応じて

支払うことを従業員と同

意しました。 

このため廃止日時点の

要支給額を基に退職給付

債務を算定しておりま

す。 

－ (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上し

ております。 

(会計処理の変更) 

 役員賞与については、

従来利益処分案により株

主総会の決議を経て未処

分利益の減少として処理

しておりましたが、当中

間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 企業

会計基準第4号平成17年11

月29日)に基づき、発生時

に費用処理しておりま

す。この結果、従来に比

して、販売費及び一般管

理費が9,500千円増加し、

営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれ

ぞれ9,500千円減少してお

ります。 

  

－ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

５ リース取引の 

処理方法 

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

  

同 左 同 左 

６ 中間キャッシ

ュ・フロー計

算書(キャッ

シュ・フロー

計算書)にお

ける資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取

得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投

資からなっております。 

  

同 左 同 左 

７ その他中間財

務諸表(財務

諸表)作成の

ための基本と

なる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の

処理方法 

  税抜方式によっており

ます。 

  

  

  

消費税及び地方消費税の処

理方法 

 同 左 

消費税及び地方消費税の処理

方法 

同 左 

  



会計処理の変更 

  

  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

－ 

   

  

  

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を当中間会計期間か

ら適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

  

        － 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

－ 

   

  

  

  

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払金」（前中間会計期間

69,323千円）については資産総額の100分の５超となっ

たため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（外形標準課税） 

当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号 平成16年2月13日）

の公表に伴い、法人事業税の付加価

値割及び資本割3,737千円を「販売費

及び一般管理費」に計上しておりま

す。 

  

  

        － （外形標準課税） 

当期から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号 平成16年2月13日）の公表に伴

い、法人事業税の付加価値割及び資

本割9,278千円を「販売費及び一般管

理費」に計上しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間

期末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手

形が中間期末日残高に含まれて

おります。 

  

受取手形 10,660千円 

支払手形 34,055千円 

※１ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間

期末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手

形が中間期末日残高に含まれて

おります。 

  

受取手形  1,639千円 

支払手形 50,598千円 

※１      － 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額  

277,652千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額  

327,670千円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額  

307,644千円 

  

※３ 消費税等の取扱い   

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

  

※３ 消費税等の取扱い   

同左 

  

３      － 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

   保険解約返戻金 11,575千円 

  

  

※１ 営業外収益の主要項目 

   為替差益     3,475千円 

  

※１ 営業外収益の主要項目 

   保険解約返戻金 11,575千円 

  

  

※２ 営業外費用の主要項目 

   新株発行費    1,888千円 

  

※２      － ※２ 営業外費用の主要項目 

   株式公開費用  26,493千円 

新株発行費   21,089千円 

  

※３     － ※３      － ※３ 特別利益の主要項目 

   関係会社株式売却益 

    1,275千円 

  

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    9,718千円 

   原状回復費   11,700千円 

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    6,467千円 

   工具器具及び備品除却損 

63千円 

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    9,718千円 

   原状回復費   14,600千円 

  

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  22,982千円 

   無形固定資産   1,577千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  23,292千円 

   無形固定資産   1,475千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  52,974千円 

   無形固定資産   3,253千円 

  



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 当社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、内容

の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を省略しております。 

  

当中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 当社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、内容

の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を省略しております。 

  

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 当社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、内容

の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成16年12月31日現在) 
現金及び預金    837,516千円 
現金及び現金同等物 837,516千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年12月31日現在) 
現金及び預金   1,692,472千円 
現金及び現金同等物 
         1,692,472千円 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成17年６月30日現在) 
現金及び預金   1,606,826千円 
現金及び現金同等物 
         1,606,826千円 

２  会社分割により承継した主な

資産及び負債の内訳は次のとお

りであります。また会社分割に

より増加した資本準備金は

9,848千円であります。 

  

  資産 売掛金   48,397千円 

     前払費用    554千円 

     工具器具及び備品   

2,744千円 

  負債 未払金   41,848千円 

  

２      － ２  会社分割により承継した主な

資産及び負債の内訳は次のとお

りであります。また会社分割に

より増加した資本準備金は

9,848千円であります。 

  

  資産 売掛金   48,397千円 

     前払費用    554千円 

     工具器具及び備品   

2,744千円 

  負債 未払金   41,848千円 

  



当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

前事業年度末(平成17年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度末(平成17年６月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

（持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

内 容 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 

12,000

合 計 12,000



(１株当たり情報) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

1株当たり純資産額  2,203円68銭 1株当たり純資産額 74,108円11銭 1株当たり純資産額 138,182円00銭

1株当たり中間純利益  143円79銭 1株当たり中間純利益 6,142円11銭 1株当たり当期純利益 14,937円07銭

潜在株式調整後1株当たり中間純

利益 

潜在株式調整後1株当たり中間

純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握

できないため記載しておりませ

ん。 

  

  

潜在株式調整後1株当たり中間純

利益 

5,938円42銭 

  

当社は平成17年1月17日開催の

臨時株主総会において、平成17

年2月19日付をもって普通株式50

株を1株に併合することを決議い

たしました。また、当社は平成

17年10月12日開催の取締役会に

おいて平成17年12月20日付をも

って普通株式1株を2株に分割す

ることを決議いたしました。 

前期首に当該株式併合および当

該株式分割が行われたと仮定し

た場合における（1株あたり情

報）の各数値は以下のとおりで

あります。 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

  至 平成16年12月31日） 

１株当たり純資産額 55,092円09銭 

１株当たり中間純利益         

3,594円65銭 

潜在株式調整後1株当たり中間純

利益 

潜在株式調整後1株当たり中間

純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価

が把握できないため記載してお

りません。 

  

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 69,09１円00銭 

１株当たり純利益  7,468円54銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益  

7,072円22銭 

  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

14,144円44銭 



(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

前へ   次へ 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日)

１株当たり中間(当期)純利益  

中間損益計算書上の中間(当期)純
利益(千円) 

115,335 213,277 261,693

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

－ － 19,000

(うち利益処分による取締役賞与
金) 

－ － (19,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

115,335 213,277 242,693

普通株式の期中平均株式数(株) 802,133 34,723 16,247

潜在株式調整後1株当たり中間(当
期)純利益 

 

 当期純利益調整額（千円） － － －

 普通株式の増加数（株） － 1,191 910

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後1株当たり中間(当期)純
利益の算定に含まれなかった潜在
株式の概要 

新株予約権2種類(新株
予約権の数1,292個、新
株予約権の目的となる
株式の数64,600株)。な
お、その概要は「第４
提出会社の状況 １株式
等の状況(2)新株予約権
等の状況」に記載のと
おりであります。 

－ －



(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（新株予約権発行） 

当社は、平成16年12月１日臨時株主

総会で決議した商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づくストックオプシ

ョンとしての新株予約権の発行につい

て、平成17年２月18日開催の取締役会

において具体的な内容を決議し、下記の

とおり発行しました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約権を

発行する理由 

当社では、当社の取締役、監査役お

よび従業員の一部に対し、当社への経

営参加意識を高め、 業績がより反映さ

れた報酬体系とするため、ストックオプ

ションとして新株予約権を発行いたしま

す。 

２ 新株予約権の発行日 

 平成17年２月18日 

３ 新株予約権の発行数     400個 

４ 新株予約権の発行価格   無償 

５ 新株予約権の目的となる株式の種類お

よび数  普通株式 20,000株 

６ 各新株予約権の行使に際して払込みを

なすべき金額 

各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額は、各新株予約権の

行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込価額（以下「行使価額」と

いう。）に付与株式数を乗じた金額とす

る。行使価額は、5,000円とする。 

７ 新株予約権の行使期間 

平成18年12月１日から平成26年11月

30日まで 

 ８ 付与対象者 

    当社従業員 97名 

  

           － (新株予約権発行) 

当社は平成17年９月16日開催の定時

株主総会において、商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づき当社並

びに当社子会社の取締役、監査役及び

従業員に対し特に有利な条件で新株予

約権を発行することについて決議いたし

ました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

当社では、当社の取締役、監査役

および従業員の一部に対し、当社へ

の経営参加意識を高め、業績がより

反映された報酬体系とするため、スト

ックオプションとして新株予約権を発

行いたします。 

２ 新株予約権の発行日 

平成17年11月30日

３ 新株予約権の発行数      449個 

４ 新株予約権の発行価格    無償 

５ 新株予約権の目的となる株式の種

類および数   普通株式 449株 

６ 各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額 

1株につき      1,412,000円 

７ 新株予約権の行使期間 

平成19年10月１日から平成27年 

９月15日まで 

８ 付与対象者 

    当社取締役、監査役及び従業員

計24名 

  



  

  

前へ     

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（株式併合） 

当社は平成17年１月17日開催の臨時

株主総会において、平成17年2月19日

付をもって普通株式50株を１株に併合

することを決議いたしました。 

前期首に当該株式併合が行われたと

仮定した場合における（１株当たり情報）

の各数値は、それぞれ以下のとおりであ

ります。 

  

前事業年度 

（自 平成15年７月１日 

    至 平成16年６月30日） 

１株当たり純資産額   104,336円68銭 

１株当たり当期純利益  24,631円48銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

  

当中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成16年12月31日） 

１株当たり純資産額   110,184円19銭 

１株当たり中間純利益   7,189円30銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高はあ

りますが、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できないため、記載

しておりません。 

  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 （1）有価証券報告書       事業年度     自 平成16年７月１日    平成17年９月20日 

    及びその添付書類     （第29期）     至 平成17年６月30日    関東財務局長に提出 

  

 （2）臨時報告書      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項    平成17年11月30日 

第２号の２（新株予約権発行）の規定に基づくもの   関東財務局長に提出 

  

  

  

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



  

独立監査人の中間監査報告書 

  
平成17年５月９日

株式会社ＩＲＩユビテック 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＩＲＩユビテックの平成16年7月1日から平成17年６月30日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成16

年７月１日から平成16年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ＩＲＩユビテックの平成16年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間（平成16年７月１日から平成16年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                以  上

                                          

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小田 哲生 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 由紀雄 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  
平成18年３月10日

株式会社ＩＲＩユビテック 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＩＲＩユビテックの平成17年７月1日から平成18年６月30日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成

17年７月１日から平成17年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ＩＲＩユビテックの平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                以  上

                                          

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小田 哲生 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 由紀雄 
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